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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視標光束を出射する視標呈示部を有し、前記視標呈示部から出射された視標光束を被検
眼に向けて投影する投影光学系と、
　前記投影光学系を収納する筐体と、
　前記視標呈示部とは異なる部材であって、前記視標呈示部の周辺を面発光させる発光手
段と、
　を備えることを特徴とする自覚式検眼装置。
【請求項２】
　請求項１の自覚式検眼装置において、
　前記筐体の内部から前記筐体の外部へ射出された前記視標光束の光学特性を変更する眼
屈折力測定ユニットを備えることを特徴とする自覚式検眼装置。
【請求項３】
　請求項２の自覚式検眼装置において、
　前記筐体と前記眼屈折力測定ユニットは近接して配置されていることを特徴とする自覚
式検眼装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかの自覚式検眼装置において、
　前記発光手段は、前記視標呈示部の周囲を囲んで配置されていること特徴とする自覚式
検眼装置。
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【請求項５】
　視標光束を出射する視標呈示部を有し、前記視標呈示部から出射された視標光束を被検
眼に向けて投影する投影光学系と、
　前記投影光学系を収納する筐体と、
　前記筐体の内部から前記筐体の外部へ射出された前記視標光束の光学特性を変更する眼
屈折力測定ユニットと、
　前記視標呈示部とは異なる部材であって、前記視標呈示部の周囲を囲んで配置され、前
記視標呈示部の周囲を面発光させる発光手段と、
　を備え、
　前記筐体と前記眼屈折力測定ユニットは近接して配置され、
　前記発光手段は、前記発光手段の中心領域に開口部を有し、
　前記視標呈示部は、前記開口部に配置されることを特徴とする自覚式検眼装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式検眼装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検者眼の前に配置される眼屈折力測定ユニットを用いて、眼屈折力測定ユニットの検
査窓に球面レンズや柱面（乱視）レンズ等の光学素子を配置し、配置された光学素子を通
して被検眼に視標を呈示することによって、被検眼の屈折力等を検査（測定）する自覚式
検眼装置が知られている（特許文献１参照）。このとき、被検者は、眼屈折力測定ユニッ
トの検査窓を覗き込むことによって、呈示された視標の見え具合を確認している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－１７６８９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、自覚式検眼装置において、眼屈折力測定ユニットを用いる場合には、視標呈
示部から視標光束を出射し、出射された視標光束を被検者が眼屈折力測定ユニットの検査
窓を通して確認することで、自覚式検査が行われる。例えば、このような、自覚式検眼装
置において、眼屈折力測定ユニットと、視標呈示部と、の間の距離を短くすることで省ス
ペース化が検討されている。
【０００５】
　従来、照明光等の環境光の影響を受けた状態にて生活が行われていることがほとんどで
あり、照明光等の環境光の影響が存在する状態での自覚式検査がより自然視に近い状態で
の自覚式検査であると考えられている。しかしながら、眼屈折力測定ユニットと、視標呈
示部と、の距離を短くした場合に、眼屈折力測定ユニットと視標呈示部との間で環境光の
影響が少なく、暗い環境下での自覚式検査をなってしまうことがある。これによって、網
膜照度が低下し、自然視に近い状態での自覚式検査が困難となることがわかった。
【０００６】
　本開示は、上記従来技術に鑑み、網膜照度が低下することを抑制し、自然視に近い状態
で自覚式検査を行うことができる自覚式検眼装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００８】
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　（１）　本開示の第１態様に係る自覚式検眼装置は、視標光束を出射する視標呈示部を
有し、前記視標呈示部から出射された視標光束を被検眼に向けて投影する投影光学系と、
前記投影光学系を収納する筐体と、前記視標呈示部とは異なる部材であって、前記視標呈
示部の周辺を面発光させる発光手段と、を備えることを特徴とする。
　（２）　本開示の第２態様に係る自覚式検眼装置は、視標光束を出射する視標呈示部を
有し、前記視標呈示部から出射された視標光束を被検眼に向けて投影する投影光学系と、
前記投影光学系を収納する筐体と、前記筐体の内部から前記筐体の外部へ射出された前記
視標光束の光学特性を変更する眼屈折力測定ユニットと、前記視標呈示部とは異なる部材
であって、前記視標呈示部の周囲を囲んで配置され、前記視標呈示部の周囲を面発光させ
る発光手段と、を備え、前記筐体と前記眼屈折力測定ユニットは近接して配置され、前記
発光手段は、前記発光手段の中心領域に開口部を有し、前記視標呈示部は、前記開口部に
配置されることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】自覚式検眼装置を正面側から示す斜視図である。
【図２】自覚式検眼装置を背面側から示す斜視図である。
【図３】保持アームのカバーを外した図である。
【図４】投影光学系を右側面からみた図である。
【図５】観察ユニットについて説明するための図である。
【図６】眼屈折力測定ユニットを示す図である。
【図７】角膜位置照準光学系を示す図である。
【図８】照準目盛板とレチクル板の構成図である。
【図９】第１指標と第２指標の関係を説明する図である。
【図１０】面発光部を正面方向から見た図を示している。
【図１１】面発光部及びディスプレイを切断した場合の断面図を示している。
【図１２】自覚式検眼装置における制御系の概略構成図である。
【図１３】眼屈折力測定ユニットが測定位置にある状態を示す図である。
【図１４】観察窓を介して被検眼をみた図である。
【図１５】角膜頂点位置を確認する際の照準目盛板とレチクル板を示す図である。
【図１６】導光部の変容例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　＜概要＞
　以下、典型的な実施形態の１つについて、図面を参照して説明する。図１～図１６は本
実施形態に係る検眼装置及び検眼プログラムについて説明するための図である。なお、以
下の＜＞にて分類された項目は、独立又は関連して利用されうる。
【００１１】
　なお、以下の説明においては、自覚式検眼装置の奥行き方向（被検者の測定の際の被検
者の前後方向）をＺ方向、奥行き方向に垂直（被検者の測定の際の被検者の左右方向）な
平面上の水平方向をＸ方向、鉛直方向（被検者の測定の際の被検者の上下方向）をＹ方向
として説明する。
【００１２】
　例えば、本実施形態における自覚式検眼装置（例えば、自覚式検眼装置１）は、投影光
学系（例えば、投影光学系１０）を備える。例えば、投影光学系は、視標呈示部（例えば
、ディスプレイ１１）を有する。例えば、視標呈示部は、視標光束を出射する。
【００１３】
　例えば、自覚式検眼装置は、投影光学系を収納する筐体（例えば、筐体２）を備える。
例えば、筐体は、投影光学系を収納する。
【００１４】
　例えば、自覚式検眼装置は、呈示窓（例えば、呈示窓３）を備える。例えば、呈示窓は
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、投影光学系からの視標光束を透過し、筐体の内部から筐体の外部へ視標光束を射出する
ことで、被検眼に向けて視標光束を投影するために用いてもよい。
【００１５】
　例えば、投影光学系は、視標呈示部から出射された視標光束を被検眼に向けて投影する
。例えば、投影光学系は、視標光束を被検眼に向けて投影する少なくとも１つ以上の光学
部材等を有してもよい。
【００１６】
　例えば、視標呈示部としては、ディスプレイを用いる構成であってもよい。例えば、デ
ィスプレイとしては、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）や有機ＥＬ（Electro Luminesc
ence）等が用いられる。例えば、ディスプレイには、ランドルト環視標等の検査視標等が
表示される。
【００１７】
　例えば、視標呈示部としては、ＤＭＤ（Digital Micromirror Device）を用いてもよい
。一般的にＤＭＤは反射率が高く、明るい。そのため、偏光を用いる液晶ディスプレイを
用いた場合と比べ、視標光束の光量を維持できる。
【００１８】
　例えば、視標呈示部としては、視標呈示用可視光源と、視標板と、を有する構成であっ
てもよい。この場合、例えば、視標板は、回転可能なディスク板であり、複数の視標を持
つ。複数の視標は、例えば、自覚測定時に使用される視力検査用視標、等を含んでいる。
例えば、視力検査用視標は、視力値毎の視標（視力値０．１、０．３、・・・、１．５）
が用意されている。例えば、視標板はモータ等によって回転され、視標は、被検眼に視標
光束が導光される光路上で切換え配置される。もちろん、視標光束を投影する視標呈示部
としては、上記構成以外の視標呈示部を用いてもよい。
【００１９】
　例えば、本実施形態において、投影光学系は、左右一対に設けられた右眼用投影光学系
と左眼用投影光学系を有するようにしてもよい。この場合、例えば、左右一対に設けられ
た視標呈示部を用いるようにしてもよい。例えば、右眼用投影光学系と左眼用投影光学系
は、右眼用投影光学系を構成する部材と左眼用投影光学系を構成する部材とが、同一の部
材によって構成されていてもよい。また、例えば、右眼用投影光学系と左眼用投影光学系
は、右眼用投影光学系を構成する部材と左眼用投影光学系を構成する部材とで少なくとも
一部の部材が異なる部材によって構成されていてもよい。例えば、右眼用投影光学系と左
眼用投影光学系は、右眼用投影光学系を構成する部材と左眼用投影光学系を構成する部材
とで少なくとも一部の部材が兼用されている構成であってもよい。また、例えば、右眼用
投影光学系と左眼用投影光学系は、右眼用投影光学系を構成する部材と左眼用投影光学系
を構成する部材とが、別途それぞれ設けられている構成であってもよい。
【００２０】
　例えば、自覚式検眼装置は、眼屈折力測定ユニット（例えば、眼屈折力測定ユニット５
０）を備えてもよい。この場合、例えば、視標光束が眼屈折力測定ユニットを介して被検
眼に投影される。例えば、眼屈折力測定ユニットは、視標光束の光学特性（例えば、球面
度数、円柱度数、円柱軸、偏光特性、及び収差量、等の少なくともいずれか）を変更する
構成であればよい。例えば、視標光束の光学特性を変更する構成として、光学素子を制御
する構成であってもよい。例えば、波面変調素子を用いる構成であってもよい。例えば、
眼屈折力測定ユニットは、検査窓に光学素子を切り換え配置する左右一対のレンズ室ユニ
ットを備える構成であってもよい。このように、例えば、自覚式検眼装置は、筐体の内部
から筐体の外部へ射出された視標光束の光学特性を変更する眼屈折力測定ユニットを備え
る。これによって、検者は、被検眼の自覚式検査を容易に行うことができる。
【００２１】
　例えば、自覚式検眼装置は、筐体と眼屈折力測定ユニットは近接して配置されている構
成であってもよい。例えば、近接して配置されている構成とは、眼屈折力測定ユニット５
０と筐体２との間に、検者の頭が入りこむことができない距離であってもよい。例えば、
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近接して配置されている構成とは、眼屈折力測定ユニット５０と筐体２との間の距離が１
ｍ以下（例えば、１ｍ、５００ｍｍ、１３５ｍｍ、７０ｍｍ等）であってもよい。もちろ
ん、例えば、近接して配置されている構成とは、眼屈折力測定ユニット５０と筐体２との
間の距離が１ｍ以下であってもよい。
【００２２】
　＜眼屈折力測定ユニットと被検眼との位置関係確認＞
　例えば、自覚式検眼装置は、観察ユニット（例えば、観察ユニット４０）を備えていて
もよい。例えば、観察ユニットは、筐体の内部から筐体の外部へ射出された視標光束の光
学特性を変更する眼屈折力測定ユニット（例えば、眼屈折力測定ユニット５０）と被検眼
との位置関係を、呈示窓を介して観察するために用いてもよい。このように、例えば、自
覚式検眼装置は、筐体の内部から前体の外部へ射出された視標光束の光学特性を変更する
眼屈折力測定ユニットと被検眼との位置関係を、呈示窓を介して観察するための観察ユニ
ットを備える。これによって、検者は、眼屈折力測定ユニットと被検眼との位置関係を容
易に確認することができ、被検眼と眼屈折力測定ユニットとの位置合わせを容易に行うこ
とができる。
【００２３】
　例えば、観察ユニットは、視標光束が通過する光路の光路外に配置されるようにしても
よい。この場合、例えば、光路外に配置される構成としては、視標光束が通過する光路に
対して、光路から外れるように、左右上下方向のいずれかの方向に配置されるようにして
もよい。なお、光路から外れるように配置するとは、完全に外れる必要は無く、少なくと
も観察ユニットの一部が光路外となる構成であってもよい。また、この場合、例えば、光
路外に配置される構成としては、投影光学系における各部材の内、一部の部材（例えば、
平面ミラー１２）において、一部の部材の背面方向に観察ユニットを配置する構成として
もよい。これによって、一部の部材によって視標光束は反射し、観察ユニットからは一部
の部材を透過して被検眼を観察できる。例えば、本実施形態においては、視標光束が通過
する光路の光路外に観察ユニットが配置されている。このため、観察ユニットが視標光束
が通過する光路を遮ることがなく、検査視標に欠けが生じることを抑制できる。従って、
被検眼に対して適切な検査視標を呈示することが可能となる。
【００２４】
　例えば、観察ユニットとしては、筐体の外部から前記呈示窓を介して、眼屈折力測定ユ
ニットと被検眼との位置関係を観察するための観察窓（例えば、観察窓４１）を備える構
成であってもよい。例えば、観察窓は、透明パネルで形成されていてもよい。例えば、観
察窓の材料は、アクリル樹脂、ガラス板等、透明な部材を用いてもよい。このように、例
えば、観察ユニットは、眼屈折力測定ユニットと被検眼との位置関係を観察するための観
察窓を備えている。このため、検者は、観察窓を直接覗き込むことによって、被検眼の瞳
孔位置と眼屈折力測定ユニットとの位置とを確認することができる。検者は、簡易的な構
成で被検眼の瞳孔位置と眼屈折力測定ユニットとの位置とを容易に確認することができる
。
【００２５】
　例えば、観察ユニットは、さらに、投影光学系からの視標光束を遮蔽する遮蔽部（例え
ば、遮蔽部４２）を備えてもよい。このように、例えば、観察ユニットは、視標光束を遮
蔽するための遮蔽部を備えている。このため、検者には視標呈示部からの視標光束が導光
されず、眩しさを感じることなく、観察窓から被検眼を観察することができる。また、こ
のため、被検者が視標を確認して検査を行う際に、観察窓に視標が映り込み、検査の妨げ
となることを抑制することができる。
【００２６】
　例えば、遮蔽部は、種々の材料（例えば、樹脂、金属等）の部材を用いてもよい。また
、例えば、遮蔽部は、種々の材料に反射を抑制するコーティング等を施すようにしてもよ
い。例えば、遮蔽部は、投影光学系からの視標光束が観察窓に入りこむことを抑制できる
位置に配置されればよい。
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【００２７】
　例えば、観察ユニットは、さらに、観察窓に対して開閉可能なカバー（例えば、カバー
４３）と、カバーの開閉を検出する検出手段（例えば、検出器４５）と、を備えてもよい
。この場合、自覚式検眼装置は、検出手段の検出結果に基づいて、被検者の自覚的な検査
を行うための第１モードと、被検者の瞳孔位置を確認するための第２モードと、を切り換
える制御手段（例えば、制御部８０）を備えてもよい。例えば、検出器は、光センサ（例
えば、フォトインタラプタ等）、位置検出センサ、回転角センサ、等を用いてもよい。例
えば、本実施例において、観察ユニットは、さらに、観察窓に対して開閉可能なカバーと
、カバーの開閉を検出する検出手段と、を備える。また、例えば、自覚式検眼装置は、検
出手段の検出結果に基づいて、被検者の自覚的な検査を行うための第１モードと、被検者
の瞳孔位置を確認するための第２モードと、を切り換える制御手段を備える。これによっ
て、被検眼の瞳孔位置と眼屈折力測定ユニットの位置とを確認するための設定が自動的に
行われるため、検者はスムーズに自覚式検査の準備を行うことができる。
【００２８】
　また、例えば、観察ユニットとしては、呈示窓を介して眼屈折力測定ユニットと被検眼
とを撮像する撮像素子を有する撮像光学系を備える構成であってもよい。例えば、本実施
例における自覚式検眼装置は、呈示窓を介して眼屈折力測定ユニットと被検眼とを撮像す
るための撮像光学系を備える。これによって、検者は、簡易的な構成で、被検眼の瞳孔位
置と眼屈折力測定ユニットの位置を容易に確認することができる。
【００２９】
　例えば、自覚式検眼装置は、角膜位置照準光学系（例えば、角膜位置照準光学系６０）
を備えてもよい。この場合、例えば、自覚式検眼装置は、確認窓（例えば、確認窓６５）
を備えていてもよい。また、この場合、例えば、自覚式検眼装置は、導光部（例えば、導
光部６６）を備えていてもよい。例えば、角膜位置照準光学系は、眼屈折力測定ユニット
に配置される角膜位置照準光学系であって、レンズ装用基準位置と被検眼の角膜頂点との
頂間距離を確認するために用いられる。例えば、確認窓は、眼屈折力測定ユニットの内部
に配置された角膜位置照準光学系を眼屈折力測定ユニットの外部から確認するために用い
られる。例えば、導光部は、確認窓を観察するために用いられる。例えば、本実施例にお
いて、自覚式検眼装置は、眼屈折力測定ユニットに配置される角膜位置照準光学系であっ
て、レンズ装用基準位置と被検眼の角膜頂点との頂間距離を確認するための角膜位置照準
光学系と、眼屈折力測定ユニットの内部に配置された角膜位置照準光学系を眼屈折力測定
ユニットの外部から確認するための確認窓と、確認窓を観察するための導光部と、を備え
る。これによって、検者は、眼屈折力測定ユニットと被検眼の角膜頂点位置との位置関係
を容易に確認することができ、被検眼と眼屈折力測定ユニットとの位置合わせを容易に行
うことができる。
【００３０】
　なお、例えば、角膜位置照準光学系は、左眼用の角膜位置照準光学系と、右眼用の角膜
位置照準光学系と、がそれぞれ設けられてもよい。この場合、例えば、導光部は、左眼用
の導光部と右眼用の導光部が設けられていてもよい。また、例えば、角膜位置照準光学系
は、左眼用の角膜位置照準光学系と、右眼用の角膜位置照準光学系と、の一方に設けられ
てもよい。この場合、例えば、導光部は、角膜位置照準光学系が設けられた側に設けられ
ていてもよい。
【００３１】
　＜発光手段＞
　例えば、本実施形態における自覚式検眼装置は、発光手段（例えば、面発光部９０）を
備える。例えば、発光手段は、視標呈示部とは異なる部材であって、視標呈示部の周辺を
面発光させる。このように、例えば、自覚式検眼装置は、視標光束を出射する視標呈示部
を有し、視標呈示部から出射された視標光束を被検眼に向けて投影する投影光学系と、投
影光学系を収納する筐体と、視標呈示部とは異なる部材であって、視標呈示部の周辺を面
発光させる発光手段と、を備える。このような構成によって、網膜照度が低下することを
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抑制することができ、自然視に近い状態での自覚式測定が可能となる。
【００３２】
　例えば、発光手段は、視標呈示部の周囲を囲んで配置されている構成であってもよい。
このように、例えば、発光手段は、視標呈示部の周囲を囲んで配置されている。この場合
、例えば、発光手段が視標呈示部に連結して配置されている構成であってもよい。また、
この場合、例えば、発光手段は、視標呈示部との間の少なくとも一部に別部材が設けられ
ている構成であってもよい。また、この場合、例えば、例えば、発光手段は、視標呈示部
との間の少なくとも一部にスペースが設けられている構成であってもよい。これによって
、発光手段によって視標呈示部の周囲を囲んで配置されているため、視標呈示部の周囲の
照明ムラを抑制することができる。すなわち、視標呈示部の周囲を均一に照明することが
可能となる。
【００３３】
　また、例えば、発光手段は、視標呈示部の周囲の少なくとも一部（例えば、視標呈示部
の上下左右方向の少なくとも一方向等）に配置される構成であってもよい。例えば、発光
手段は、発光手段の少なくとも一部の部材が視標呈示部の周囲とは異なる位置に配置され
る構成であってもよい。この場合、例えば、発光手段が、視標呈示部の周囲とは異なる位
置に配置されており、視標呈示部の周辺を照明する構成であってもよい。また、この場合
、例えば、視標呈示部の周囲に反射部材を設け、別途周囲とは異なる位置に設けられた光
源から、反射部材に向けて光束を照射することによって、反射部材で光束を反射させて、
視標呈示部の周辺を面発光する構成であってもよい。また、この場合、例えば、筐体内を
照明することによって、被検者が視標呈示部を観察した際に、視標呈示部の周辺が照明さ
れて観察される構成であってもよい。
【００３４】
　例えば、発光手段は、任意の輝度値で視標呈示部の周辺を面発光させることができる。
例えば、発光手段は、自然視に近い状態となるように、程度の輝度値で視標呈示部の周辺
を面発光させる構成であってもよい。この場合、例えば、発光手段は、網膜照度の低下を
抑制できる程度の輝度値で視標呈示部の周辺を面発光させる構成であってもよい。例えば
、発光手段は、視標呈示部の輝度値付近の輝度値よりも小さい輝度値で視標呈示部の周辺
を面発光させる構成としてもよい。この場合、例えば、視標呈示部の輝度値に対して１０
％～２５％の輝度値で視標呈示部の周辺を面発光させるようにしてもよい。これによって
、視標呈示部の周辺が明るくなり過ぎることで、自覚式検査時に被検者が眩しさを感じる
ことを抑制することができ、自覚式検査の測定精度の低下を抑制する。また、例えば、視
標呈示部の周辺が暗くなり過ぎることで、網膜照度の低下を抑制できなくなることを抑制
し、自然視に近い状態での自覚式測定が可能となる。また、例えば、この場合、面発光部
９０の輝度値を視標呈示部の輝度値と同程度とすることによって、検者が視標を観察した
際に、視標の背景領域が拡大されたように観察できるようにしてもよい。なお、発光手段
は、視標呈示部の輝度値付近の輝度値よりも小さい輝度値で視標呈示部の周辺を面発光さ
せる構成としては、発光手段の輝度値が視標呈示部の輝度値よりもわずかに大きくなるも
のも含む。
【００３５】
　例えば、発光手段は、開口部（例えば、開口部９７、開口部９８）を有してもよい。例
えば、開口部は、発光手段の中心領域に設けられてもよい。また、例えば、開口部は、発
光手段の中心領域とは異なる領域（例えば、左右上下方向における少なくとも一方向の領
域等）に設けられてもよい。例えば、開口部には、視標呈示部が配置されてもよい。これ
によって、視標呈示部から出射される視標光束が開口部を経由して被検眼に投影される。
【００３６】
　＜実施例＞
　以下、本実施例における自覚式検眼装置の構成について説明する。図１は、本実施例に
係る自覚式検眼装置１の外観図である。図１は、自覚式検眼装置１を正面側から示す斜視
図である。図２は、自覚式検眼装置１を背面側から示す斜視図である。なお、本実施例に
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おいては、後述する呈示窓３が位置する側を自覚式検眼装置１の正面、後述する観察窓４
１が位置する側を自覚式検眼装置１の背面として説明する。
【００３７】
　例えば、自覚式検眼装置１は、筐体２、呈示窓３、保持アーム４、投影光学系１０、観
察ユニット４０、眼屈折力測定ユニット５０等を備える。
【００３８】
　例えば、本実施例においては、被検者が筺体２の正面に対向する。例えば、筐体２は、
その内部に投影光学系１０を収納する。例えば、呈示窓３は、被検者眼（以下、被検眼と
記載）に検査視標を呈示するために用いる。例えば、呈示窓３は、投影光学系１０におけ
る視標光束を透過する。このため、被検眼には、呈示窓３を介した視標光束が投影される
。例えば、呈示窓３は、埃などの侵入を防ぐために透明パネルで塞がれている。例えば、
透明パネルとしては、アクリル樹脂やガラス板等の透明な部材を用いることができる。
【００３９】
　なお、眼屈折力測定ユニット５０が、呈示窓３と被検眼との間に配置されている場合、
被検眼には、呈示窓３及び眼屈折力測定ユニット５０の検査窓５３を介した視標光束が投
影される。
【００４０】
　例えば、保持アーム４は、眼屈折力測定ユニット５０を保持する。例えば、保持アーム
４によって、眼屈折力測定ユニット５０が、待機位置あるいは測定位置に支持される。例
えば、本実施例における待機位置は、図１に示すように、筺体２の上部に眼屈折力測定ユ
ニット５０が上昇した状態である。また、本実施例における測定位置は、図１３に示すよ
うに、筺体２の正面に眼屈折力測定ユニット５０が下降した状態である。このような待機
位置と測定位置の切り換えは、後述する駆動部５が、保持アーム４を上下動させることに
よって行われる。
【００４１】
　例えば、図３は保持アーム４のカバーを外した図である。例えば、保持アーム４は、駆
動部（例えば、モータ）６、アーム部３０、基台３１等で構成される。例えば、保持アー
ム４は、連結部５を備える。例えば、連結部５を介して、保持アーム４と眼屈折力測定ユ
ニット５０が連結される。例えば、アーム部３０は基台３１に取り付けられている。例え
ば、基台３１は筺体２の上面に設けられている。例えば、モータ６、シャフト７、支持部
材８等を備える。例えば、モータ６はアーム部３０に固定されており、シャフト７の上部
と連結している。例えば、シャフト７の下部はネジ部を有し、支持部材８と螺合する。例
えば、支持部材８は基台３１に取り付けられている。例えば、固定部材８は、回転軸Ｒ１
を中心として、シャフト７を基台３１に対して上下方向に回転可能に支持する。例えば、
基台３１は、筐体２に固定配置されている。
【００４２】
　例えば、本実施例においては、モータ６が駆動することによって、シャフト７がネジ部
の螺旋方向に回転し、支持部材８に対して伸び縮みする。例えば、シャフト７が伸びると
、支持部材８は回転軸Ｒ１を中心として矢印Ａ方向に回転する。このとき、シャフト７に
連結したモータ６、及びモータ６が固定されたアーム部３０は、回転軸Ｒ２を中心として
一体的に矢印Ａ方向に回転する。また、例えば、シャフト７が縮むと、支持部材８は回転
軸Ｒ１を中心として矢印Ｂ方向に回転する。このとき、シャフト７に連結したモータ６、
及びモータ６が固定されたアーム部３０は、回転軸Ｒ２を中心として一体的に矢印Ｂ方向
に回転する。例えば、本実施例ではこのようにして保持アーム４を筐体２に対して上下動
させることができるため、保持アーム４に保持された眼屈折力測定ユニット５０が待機位
置と測定位置とで移動をすることができる。すなわち、眼屈折力測定ユニット５０が待機
位置と測定位置とで切り換えることができる。
【００４３】
　＜投影光学系＞
　以下、投影光学系１０について説明する。例えば、図４は、投影光学系１０を右側面（
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図１及び図２における矢印方向Ｃ）からみた図である。図４（ａ）は、遠用検査時におけ
る光学配置を示している。図４（ｂ）は、近用検査時における光学配置を示している。例
えば、投影光学系１０は、視標呈示部を有し、視標呈示部から出射された視標光束を被検
眼Ｅに向けて投影する。例えば、本実施例において、視標呈示部として、ディスプレイ(
例えば、ディスプレイ１１)が用いられる。例えば、投影光学系１０は、ディスプレイ１
１、平面ミラー１２、凹面ミラー１３、遠近切換部２０等を備える。
【００４４】
　例えば、ディスプレイ１１には、ランドルト環視標や固視標等の検査視標が表示される
。例えば、ディスプレイ１１の表示は、後述する制御部８０によって制御される。例えば
、ディスプレイとしては、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、有機ＥＬ（Electro Lumi
nescence）、プラズマディスプレイ等を用いてもよい。
【００４５】
　例えば、図４（ａ）に示す遠用検査時には、ディスプレイ１１の画面が筺体２の奥側を
向き、視標光束が奥方向に向けて出射される。なお、視標光束は、ディスプレイから水平
方向（Ｚ方向）に出射されてもよいし、斜め方向（ＹＺ方向）に出射されてもよい。例え
ば、図４（ｂ）に示す近用検査時には、ディスプレイ１１の画面が上側を向き、視標光束
が上方向に向けて出射される。なお、視標光束は、ディスプレイから垂直方向（Ｙ方向）
に出射されてもよいし、斜め方向（ＹＺ方向）に出射されてもよい。このようにして、デ
ィスプレイ１１からの視標光束は被検眼Ｅに向けて投影される。
【００４６】
　例えば、平面ミラー１２は、ディスプレイ１１からの視標光束を反射させ、凹面ミラー
１３に導光する。また、例えば、平面ミラー１２は、ディスプレイ１１からの視標光束を
反射させ、被検眼Ｅに導光する。例えば、平面ミラー１２は、その下部（図４における平
面ミラー１２の実線部）にのみミラーコートを施しており、上部（図４における平面ミラ
ー１２の点線部）にはミラーコートを施していない。
【００４７】
　このため、本実施例では平面ミラー１２の上部が透明な構成となっている。例えば、近
用検査時における平面ミラー１２の焦点距離は、ディスプレイから被検眼Ｅまでの光学距
離が４０ｃｍとなるように設計されている。なお、本実施例においては、視標光束を反射
させることが可能であればよく、平面ミラーを用いる構成に限定されない。例えば、反射
部材であればとよい。この場合、例えば、プリズム、ビームスプリッタ、ハーフミラー等
を用いる構成であってもよい。
【００４８】
　例えば、凹面ミラー１３は、ディスプレイ１１からの視標光束を平面ミラー１２に向け
て反射する。例えば、凹面ミラー１３は、ディスプレイ１１に表示された検査視標の呈示
距離を遠用検査距離に設定する。例えば、凹面ミラー１３の焦点距離は、ディスプレイ１
１から被検眼Ｅまでの光学距離が５ｍとなるように設計されている。なお、本実施例にお
いては、凹面ミラー１３を用いる構成に限定されない。例えば、視標光束を反射すること
のできる反射部材であってもよい。この場合、例えば、非球面ミラーや自由曲面ミラー等
を用いる構成であってもよい。また、例えば、レンズを用いる構成であってもよい。この
場合、例えば、ディスプレイ１１からレンズを介して、被検眼Ｅに視標光束が投影される
ことで、レンズによって、ディスプレイ１１から被検眼Ｅまでの光学距離が５ｍとなるよ
うに設計されている構成であってもよい。
【００４９】
　例えば、図４（ａ）に示す遠用検査時において、被検者の被検眼Ｅには、ディスプレイ
１１から出射し、平面ミラー１２、凹面ミラー１３、平面ミラー１２の順に光学部材を経
由した視標光束が投影される。すなわち、ディスプレイ１１から出射した視標光束は、光
軸Ｌ１を通って平面ミラー１２に入射すると、光軸Ｌ２方向に反射されて、凹面ミラー１
３へと向かう。この視標光束が凹面ミラー１３に入射すると、光軸Ｌ３方向に反射されて
、平面ミラー１２へと向かう。さらに、視標光束が平面ミラー１２に入射すると、光軸Ｌ
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４方向に反射されて、被検者の被検眼Ｅに投影される。また、例えば、図４（ｂ）に示す
近用検査時において、被検者の被検眼Ｅには、ディスプレイ１１から出射し、平面ミラー
１２に反射された視標光束が投影される。すなわち、ディスプレイ１１から出射した視標
光束は、光軸Ｌ３を通って平面ミラー１２に入射し、光軸Ｌ４方向に反射されて、被検者
の被検眼Ｅに投影される。例えば、投影光学系１０は、このようにして、筺体２の内部か
ら外部へと視標光束を射出する。
【００５０】
　例えば、遠近切換部２０は、遠用検査時と近用検査時とにおいて、ディスプレイ１１の
位置を変更する。例えば、遠近切換部２０は、保持部２１、ギヤ２２、モータ２３等を備
える。例えば、保持部２１は、ディスプレイ１１を保持する。例えば、ギヤ２２は、ウォ
ーム部２４とホイール部２５を有する。例えば、ウォーム部２４とホイール部２５は、互
いが噛み合うギヤで形成されている。例えば、ウォーム部２４にはモータ２３が連結され
ており、ホイール部２５には保持部２１が連結されている。例えば、モータ２３が駆動す
ることでウォーム部２４が回転し、これに伴ってホイール部２５が矢印方向に回転する。
これによって、ディスプレイ１１を保持部２１とともに一体的に移動させることが可能で
あり、ディスプレイ１１の画面に表示される検査視標の呈示位置を、遠用検査時と近用検
査時とで切り換えることができる。なお、ギヤ２２及びモータ２３は筐体２の側壁に配置
されており、ディスプレイ１１から被検眼Ｅに向かう視標光束を妨げない位置に配置され
ている。
【００５１】
　＜観察ユニット＞
　以下、観察ユニット４０について説明する。例えば、図５は観察ユニット４０の一例を
示す図である。例えば、本実施例における観察ユニット４０は、呈示窓３を介して、後述
する眼屈折力測定ユニット５０と被検眼Ｅとの位置関係を観察するために用いる。例えば
、本実施例において、観察ユニット４０は、観察窓４１、遮蔽部４２（図４参照）、カバ
ー４３、検出器（検出手段）４５等を備える。なお、観察ユニット４０としては、少なく
とも観察窓４１を備える構成であってもよい。
【００５２】
　例えば、観察窓４１は、眼屈折力測定ユニット５０と被検眼Ｅとの位置関係を、筐体２
の外部から呈示窓３を介して観察するために用いる。例えば、本実施例における観察窓４
１は、検者眼ＯＥから被検眼Ｅの瞳孔位置Ｃ（例えば、図１４参照）を確認することが可
能な位置に配置されている。例えば、検者は観察窓４１を覗き込むことによって、左右の
被検眼Ｅの瞳孔位置Ｃをそれぞれ確認することができる。これによって、例えば、眼屈折
力測定ユニットの左右の検眼窓５３の位置に対する左右の被検眼Ｅの位置合わせをするこ
とができる。例えば、被検眼Ｅと検査窓５３とを位置合わせする際には、左右の検査窓５
３に位置合わせ用の十字マークが付されたレンズが配置される。例えば、十字マークの中
心位置Ｆ（図１２参照）と、被検眼の瞳孔位置Ｃと、を位置合わせすることによって、位
置合わせを行うことができる。詳細は後述する。
【００５３】
　例えば、観察窓４１は、投影光学系１０の視標光束が通過する光路の光路外に配置され
る（図４参照）。観察窓４１が光路外にあることによって、被検眼Ｅには、ディスプレイ
１１に表示された検査視標が欠けることなく呈示される。例えば、本実施例においては、
観察窓４１を視標光束の光路の上方に配置することで、光路外としている。
【００５４】
　例えば、観察窓４１は、埃などの侵入を防ぐために、透明パネルで塞がれている。例え
ば、透明パネルとしては、アクリル樹脂やガラス板等の透明な部材を用いることができる
。例えば、本実施例では、観察窓４１が透明パネルで構成されており、さらに、上述のよ
うに投影光学系１０が備える平面ミラー１２の上部（点線部）が透明となるように構成さ
れている。例えば、観察窓４１を検者が覗き込んだ場合に、検者の視線を平面ミラー１２
によって遮らないように、検者の視線が通過する領域において、平面ミラー１２が透明に
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形成されている。上記のような構成によって、検者（検者眼ＯＥ）は、観察窓４１及び平
面ミラー１２を介して、筺体２の背面側から被検眼Ｅを観察することができる。
【００５５】
　なお、本実施例においては、平面ミラー１２の一部を透明とする構成を例に挙げて説明
しているがこれに限定されない。例えば、検者の視線が通過する領域に平面ミラー１２が
位置しないようなサイズの平面ミラー１２を用いる構成としてもよい。また、例えば、検
者の視線が通過する領域に平面ミラー１２が位置しないように平面ミラー１２の配置位置
を設定してもよい。この場合には、観察窓４１から被検眼Ｅを観察した際に、平面ミラー
１２が検者眼ＯＥの視線を遮らない位置に、観察窓４１を配置する構成が挙げられる。ま
たは、観察窓４１から被検眼Ｅを観察した際に、平面ミラー１２が検者眼ＯＥの視線を遮
らない位置に、平面ミラーを配置する構成が挙げられる。
【００５６】
　例えば、遮蔽部４２は、投影光学系１０からの視標光束を遮蔽する。例えば、投影光学
系１０からの視標光束は、筐体２の内部で内部反射して、観察窓４１に入り込むことがあ
る。また、例えば、投影光学系１０からの視標光束の内、観察窓４１の方向へと向かう視
標光束が観察窓４１に入り込むことがある。このような場合に、検者が観察窓４１を覗き
込んだ際に、眩しさを感じ、良好に観察を行えないことがある。また、このような場合に
、被検者が視標を確認して検査を行う際に、観察窓４１に視標が映り込み、検査の妨げと
なることがある。例えば、遮蔽部４２は、投影光学系１０からの視標光束が観察窓４１に
入ること抑制する。例えば、遮蔽部４２は、アルミニウムで形成された部材に、黒色のコ
ーティングを施したものが用いられる。もちろん、遮蔽部４２は上記構成に限定されない
。例えば、遮蔽部４２は、投影光学系１０からの視標光束が観察窓４１に入ること抑制す
る構成であればよい。例えば、遮蔽部４２には、種々の材料（例えば、樹脂、金属等）の
部材を用いてもよい。また、遮蔽部４２は、種々の材料に反射を抑制するコーティング等
を施すようにしてもよい。
【００５７】
　例えば、遮蔽部４２は、平面ミラー１２の上方に配置されている。また、例えば、遮蔽
部４２は、筐体２の内部であり、観察窓の下方に配置されている。例えば、本実施例にお
いては、遮蔽部４２は、平面ミラー１２における透明部とミラー部との境界に配置されて
いる。なお、遮蔽部４２の配置される位置は、上記構成に限定されない。例えば、遮蔽部
４２は、投影光学系１０からの視標光束が観察窓４１に入りこむことを抑制できる位置に
配置されればよい。
【００５８】
　このように、本実施例においては、遮蔽部４２を設けることによって、図４（ａ）に示
す遠用検査時において、投影光学系１０からの視標光束において、観察窓４１の方向へと
向かう視標光束が、検者眼ＯＥに投影されることを抑制する。
例えば、カバー４３はヒンジ４４によって筺体２に固定されており、観察窓４１に対して
開閉することができる。例えば、カバー４３は、検者が図示なきノブを押し引きすること
で開閉可能である。なお、カバー４３の開閉については本実施例に限定されない。カバー
４３は、検者が手をかけることができる構成であればよい。この場合には、例えば、カバ
ー４３に切り欠けを設ける構成等が挙げられる。
【００５９】
　例えば、検出器４５は、観察ユニット４０におけるカバー４３の開閉を検出する。例え
ば、検出器４５はフォトインタラプタ等の光センサを用いて構成される。すなわち、本実
施例における検出器４５は、発光素子と受光素子が対向する凸部４５ａを有し、凹部４５
ｂにはカバー４３に設けられた突出部４６が嵌合する。例えば、検出器４５は、凹部４５
ｂに突出部４６が嵌合することによって発光素子からの光が遮光されると、カバーが閉じ
た状態であることを検出する。また、例えば、検出器４５は、凹部４５ｂから突出部４６
が離れ、発光素子からの光が受光素子に受光されると、カバーが開いた状態であることを
検出する。なお、本実施例においては、検出器４５としてフォトインタラプタを用いる構
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成を例に挙げて説明したがこれに限定されない。検出器４５は、カバー４３の開閉を検出
できる構成であればよい。例えば、検出器としては、位置検出センサや回転角センサ等を
用いることもできる。
【００６０】
　＜眼屈折力測定ユニット＞
　以下、眼屈折力測定ユニット５０について説明する。例えば、眼屈折力測定ユニット５
０は、筐体２と近接している（図４参照）。例えば、本実施例においては、眼屈折力測定
ユニット５０における検査窓５３から、筐体２に配置された呈示窓３までの距離Ｗ（図４
参照）が１３５ｍｍ程度に設計されている。なお、検査窓５３から呈示窓３までの距離Ｗ
は、本実施例に限定されない。例えば、距離Ｗが検者の頭長よりも短い場合において、眼
屈折力測定ユニット５０と筐体２との間に、検者が頭を入り込ませることができなくなる
ため、眼屈折力測定ユニット５０と被検眼Ｅとの位置関係を観察することが困難となる。
このため、距離Ｗが検者の頭長よりも短い場合において、観察窓４１を効果的に用いるこ
とができる。
【００６１】
　例えば、図６は、眼屈折力測定ユニット５０を示す図である。例えば、眼屈折力測定ユ
ニット５０は、額当て５１、左右一対のレンズ室ユニット５２、検査窓５３、駆動部５４
、駆動部５５、移動ユニット５６、角膜位置照準光学系６０等を備える。例えば、額当て
５１は被検者の額に当接し、被検眼Ｅと眼屈折力測定ユニット５０との距離を一定に保つ
ために用いられる。
【００６２】
　例えば、レンズ室ユニット５２は、検査窓５３に光学素子を切り換えて配置する。例え
ば、レンズ室ユニット５２の内部には、レンズディスク５７が備えられている。レンズデ
ィスク５７は、同一円周上に多数の光学素子（球面レンズ、円柱レンズ、分散プリズム等
）を配置する。例えば、レンズディスク５７は、駆動部５４（アクチュエータ等）によっ
て回転制御される。これによって、検者が所望する光学素子が検査窓５３に配置される。
例えば、検査窓５３に配置された光学素子は、駆動部５５（モータやソレノイド等）によ
って回転制御される。これによって、光学素子は検者が所望する回転角度で検査窓５３に
配置される。
【００６３】
　例えば、レンズディスク５７は、１枚のレンズディスク、または複数枚のレンズディス
クからなる。例えば、複数枚のレンズディスク（レンズディスク群）を備える場合には、
各レンズディスクに対応する駆動部がそれぞれ設けられる。例えば、レンズディスク群の
各レンズディスクは、開口（または０Ｄのレンズ）及び複数の光学素子を備える。各レン
ズディスクの種類としては、度数の異なる複数の球面レンズを有する球面レンズディスク
、度数の異なる複数の円柱レンズを有する円柱レンズディスク、補助レンズディスクが代
表的である。また、本実施例におけるレンズディスクは、十字線が付された位置合わせ用
のレンズ（図１４参照）を備える（詳細は後述する）。例えば、補助レンズディスクには
、赤フィルタ／緑フィルタ、プリズム、クロスシリンダレンズ、偏光板、マドックスレン
ズ、オートクロスシリンダレンズの少なくともいずれかが配置される。なお、レンズディ
スクの詳細な構成については、特開２００７－６８５７４号公報及び特開２０１１－７２
４３１号公報を参考にされたい。
【００６４】
　例えば、移動ユニット５６は、レンズ室ユニット５２の間隔を調整する。例えば、左右
レンズ室ユニットの間隔は、スライド機構を有する駆動部５８によって調整される。これ
によって、検査窓５３の間隔を、被検眼のＰＤに合わせて変更することができる。また、
移動ユニット５６は、左右レンズ室ユニットの輻輳角（内寄せ角）を調整する。例えば、
左右眼屈折力測定ユニットの輻輳角は、輻輳機構を有する駆動部５９によって調整される
。なお、移動ユニットの詳細な構成については、特開２００４－３２９３４５号公報を参
考にされたい。
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【００６５】
　なお、眼屈折力測定ユニット５０は、上記構成に限定されない。例えば、眼屈折力測定
ユニット５０は、視標光束の光学特性（例えば、球面度数、円柱度数、円柱軸、偏光特性
、及び収差量、等の少なくともいずれか）を変更する構成であればよい。例えば、視標光
束の光学特性を変更する構成として、光学素子を制御する構成であってもよい。例えば、
波面変調素子を用いる構成であってもよい。
【００６６】
　＜角膜位置照準光学系＞
　以下、角膜位置照準光学系６０について説明する。図７は、角膜位置照準光学系６０を
示す図である。例えば、角膜位置照準光学系６０は、眼屈折力測定ユニット５０の内部に
配置され、左右レンズ室ユニット５２のそれぞれに設けられている。なお、角膜位置照準
光学系６０は、左側と右側のレンズ室ユニットで同様の構成を有するため、本実施例にお
いては左側のレンズ室ユニットについてのみ説明する。
例えば、角膜位置照準光学系６０は、後述するレンズ装用時の基準位置と、被検眼Ｅにお
ける角膜頂点間距離ＶＤ（Vertex Distance）を確認するために用いる。例えば、角膜位
置照準光学系６０は、観察光通過窓６１、反射ミラー６２、照準目盛板６３、レチクル板
６４、確認窓６５、導光部６６等を備える。
【００６７】
　例えば、観察光通過窓６１は、被検眼Ｅの観察光を通過させるための窓である。例えば
、反射ミラー６２は、被検眼Ｅの側方向（Ｘ方向）に配置される。例えば、照準目盛板６
３は、反射ミラー６２と確認窓６５の間に設けられている。なお、照準目盛板６３は、被
検眼Ｅと反射ミラー６２との間に設けられてもよい。例えば、レチクル板６４は、確認窓
６５の背面側（レンズ室ユニット内側）に配置されている。例えば、確認窓６５は、角膜
位置照準光学系６０に投光される被検眼Ｅの観察光を眼屈折力測定ユニット５０の外部か
ら観察するために用いられる。例えば、導光部６６は、確認窓６５を確認するために用い
られる。例えば、導光部６６は、確認窓６５からの観察光を眼屈折力測定ユニット５０の
外部に導光する。例えば、本実施例における導光部６６は、ミラーによって構成されてい
る。
【００６８】
　例えば、被検眼Ｅからの観察光は、観察光通過窓６１を通過し、反射ミラー６２によっ
て光軸Ｏ１から光軸Ｏ２方向に反射される。観察光は、照準目盛板６３、レチクル板６４
、及び確認窓６５を介して導光部６６へと向かい、導光部６６によって光軸Ｏ３方向に反
射される。これによって、検者眼ＯＥは導光部６６を観察することによって、被検眼Ｅの
側方を観察することができる。
【００６９】
　例えば、図８は照準目盛板６３とレチクル板６４の構成図である。図８（ａ）は照準目
盛板６３を示し、図８（ｂ）はレチクル板６４を示している。例えば、照準目盛板６３に
は、数本の目盛り線Ｓ１～Ｓ５、中央線Ｓ６、第１指標６７が付されている。例えば、目
盛り線Ｓ１～Ｓ５は、順にＶＤ＝１２ｍｍ、１３．７５ｍｍ、１６ｍｍ、１８ｍｍ、２０
ｍｍに対応する。例えば、目盛り線Ｓ２（１３．７５ｍｍ）はレンズ装用時における基準
位置となり、他の目盛線と区別できるように描かれている。例えば、中央線Ｓ６は、レチ
クル板６４におけるレチクル６８を位置合わせするための基準として用いられる。また、
例えば、中央線Ｓ６は、照準目盛板６３の左右中央に位置する。例えば、第１指標６７は
、レチクル板６４に対して検者眼ＯＥを所定の距離に導くための指標である。なお、本実
施例では、第１指標６７が方形の枠線として形成されている。例えば、第１指標６７にお
ける枠線は、予め所定の寸法Ａに設定されている。
【００７０】
　例えば、レチクル板６４には、レチクル６８及び第２指標６９等が付されている。例え
ば、レチクル６８は三角形状に形成されている。また、レチクル６８は、レチクル板６４
の左右中央に位置する。例えば、第２指標６９は、レチクル板６４に対して検者眼ＯＥを
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所定の距離に導くための指標であり、照準目盛板６３における第１指標６７と共に用いる
。なお、本実施例では、第１指標６７と同じく、第２指標６９も方形の枠線として形成さ
れている。例えば、第２指標６９における枠線は、予め所定の寸法Ｂに設定されている。
例えば、レチクル板６４の外周部分には、ＶＤを示す数値７０が表示されている。
【００７１】
　例えば、図９は第１指標６７と第２指標６９の関係について説明する図である。例えば
、レチクル板６４から導光部６６までの距離Ｄ１（図８参照）と、導光部６６から検者眼
ＯＥまでの距離Ｄ２（図８参照）と、を加算した距離Ｄ＝２５０ｍｍである場合に、第１
指標６７と第２指標６９が１つに重なってみえる。すなわち、本実施例においては、第１
指標６７から第２指標６９までの距離ΔＤと、第２指標６９に対して検者眼ＯＥが位置す
べき設計上の距離Ｄと、を用いて、以下の数式が成り立つように、第１指標６７の寸法Ａ
と第２指標６９の寸法Ｂとが設定されている。
【００７２】
【数１】

【００７３】
　例えば、検者眼ＯＥが距離Ｄ＝２５０ｍｍより近いＰ１に位置する場合、第１指標６７
は第２指標６９に対して内側に位置するようにみえる。また、例えば、検者眼ＯＥが距離
Ｄ＝２５０ｍｍより遠いＰ２に位置する場合、第１指標６７は第２指標６９に対して外側
に位置するようにみえる。例えば、第１指標６７と第２指標６９が１つに重なってみえる
位置であれば、距離Ｄ＝２５０ｍｍであるＰ０に検者眼ＯＥが正確に位置することになる
。
【００７４】
　＜面発光部＞
　例えば、本実施例において、視標呈示部とは異なる部材であって、視標呈示部の周辺を
面発光させる発光手段を備える。より詳細には、例えば、本実施例において、自覚式検査
装置１は、面発光部９０を備える。例えば、面発光部９０は、ディスプレイ１１の周囲を
囲んで配置されている。
【００７５】
　例えば、面発光部９０は、ディスプレイ９０の周辺を面発光させる。以下、面発光部９
０の構成について説明する。例えば、図１０は面発光部を正面方向から見た図を示してい
る。例えば、図１１は、図１０における面発光部９０及びディスプレイ１１をＤ－Ｄ’で
切断した場合の断面図を示している。
【００７６】
　例えば、面発光部９０は、ディスプレイ１１と異なる部材にて構成されている。例えば
、面発光部９０は、光源９１、導光板９２、反射シート９３、拡散シート９４、等を備え
る。例えば、面発光部９０は、ディスプレイ１１とともに、保持部２１に保持される。例
えば、導光板９２には、一方の面に反射シート９３が配置され、他方の面に拡散シート９
４が配置されている。例えば、反射シート９３が配置される側の面にはディスプレイ１１
が配置される。例えば、反射シート９３には、ディスプレイ１１から出射される視標光束
が通過するための開口部９７が設けられている。例えば、拡散シート９４が配置される側
の面から平面ミラー１２に向けて光源９１からの光束が出射される。また、例えば、拡散
シート９４には、ディスプレイ１１から出射される視標光束が通過するための開口部９８
が設けられている。
【００７７】
　例えば、本実施例において、開口部９７及び開口部９８は、面発光部９０の中心領域に
形成されている。もちろん、異なる領域に形成されるようにしてもよい。例えば、開口部
９７及び開口部９８は、ディスプレイ１１からの視標光束を遮蔽しない大きさで形成され
ている。例えば、開口部９７及び開口部９８は、ディスプレイ１１の画面以上のサイズで
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形成されている。もちろん、例えば、開口部９７及び開口部９８は、ディスプレイ１１の
視標光束を遮蔽しない程度のサイズで形成されていてもよい。
【００７８】
　例えば、光源９１は、ＬＥＤ（Light emitting diode）、レーザー、ハロゲンランプ等
を用いることができる。例えば、光源９１は、保持部２１に保持される。例えば、光源９
１は、図１０の紙面上における上下方向に複数並べて配置される。もちろん、光源９１は
、ライン状に形成された光源であってもよい。例えば、光源９１は、左右方向にそれぞれ
に設けられている。例えば、左右の光源９１は、ディスプレイ１１方向に向けてそれぞれ
光束を出射する。もちろん、光源９１は、少なくとも１つ以上の光源が設けられる構成で
あってもよい。また、例えば、光源９１が配置される位置は、上記の左右方向に限定され
ない。例えば、左右方向の一方に設けられる構成であってもよい。また、例えば、光源９
１は、上下方向に配置されてもよい。
【００７９】
　例えば、導光板９２は、光源９１にから出射された光束をディスプレイ１１方向に向け
て拡散させて導光する。例えば、導光板９２は、左右の光源９１から出射されたそれぞれ
の光束をディスプレイ１１方向に向けて導光する。例えば、導光板９２は、ディスプレイ
１１より出射された視標光束を透過する。例えば、導光板９２は、アクリル樹脂を用いて
形成されたアクリル板である。例えば、導光板９２は、厚さが２ｍｍで形成されている。
もちろん、導光板９２は異なる厚みで形成されていてもよい。なお、導光板９５の材料は
アクリル樹脂に限定されない。光源９１から出射された光束を導光できる材料であればよ
い。
【００８０】
　例えば、導光板９２には、複数の溝９５が形成されている。例えば、溝９５は、反射シ
ート９３が配置された側の面に形成されている。例えば、溝９５は、導光板９２にレーザ
ーによって形成されている。もちろん、溝９５は、異なる方法によって導光板９２に形成
されるようにしてもよい。例えば、予め、導光板９２に溝９５が形成されるように導光板
９２を成形するようにしてもよい。例えば、光源９１より出射されてディスプレイ１１方
向へ向かう光束の内、一部の光束が溝９５で反射されて拡散する。なお、本実施例におい
ては、光源９１より出射されてディスプレイ１１方向へ向かう光束の内、一部の光束が反
射されて拡散する構成として、溝９５を用いる場合を例に挙げて説明したがこれに限定さ
れない。光源９１より出射されてディスプレイ１１方向へ向かう光束の内、一部の光束が
溝９５で反射されて拡散する構成であればよい。この場合、例えば、導光板９２にインク
等を付着させることによって、光源９１より出射されてディスプレイ１１方向へ向かう光
束の内、一部の光束が反射されて拡散する部位を形成するようにしてもよい。
【００８１】
　例えば、複数の溝９５は、ディスプレイ１１からの視標光束が通過する領域においては
、形成されていない。例えば、本実施例において、複数の溝９５は、開口部９７及び開口
部９８の領域と対応する領域に形成されていない。すなわち、開口部９７及び開口部９８
の領域と同様の領域において、複数の溝９５が形成されていない。なお、同様の領域とは
、完全に同一の領域である必要はなく、略同一の領域も含む。もちろん、複数の溝９５が
形成されない領域としては、開口部９７及び開口部９８の領域に限定されない。例えば、
複数の溝９５は、導光板９２のディスプレイ１１の視標光束が通過する領域に形成されな
い構成であればよい。上記のように、例えば、複数の溝９５は、ディスプレイ１１からの
視標光束が通過する領域において形成されていないことで、視標光束の通過部分において
、面発光部９０による面発光が生じてしまうことを抑制できる。これによって、視標光束
部分に面発光部９０による面発光が重なることを抑制することができ、視標光束が確認し
づらくなることを抑制できる。
【００８２】
　なお、本実施例においては、ディスプレイ１１からの視標光束が通過する領域において
、複数の溝９５を形成しないことによって、視標光束の通過部分が面発光することを抑制
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したが、視標光束の通過部分における面発光を抑制する構成としてはこれに限定されない
。例えば、導光板９２において開口部が設けられる構成としてもよい。例えば、導光板９
２において視標光速が通過する領域に開口部が設けられる構成としてもよい。この場合、
例えば、導光板９２における開口部は、開口部９７及び開口部９８の領域と対応する領域
において、形成されていればよい。
【００８３】
　例えば、反射シート９３は、光源９１より出射された光束を拡散シート９４方向に反射
するために用いられる。また、例えば、反射シート９３は、溝９５にて拡散された光束の
内、反射シート９３に向けて拡散された光束を拡散シート９４方向へ反射する。例えば、
反射シート９３は、ＰＥＴ（Polyethylene terephthalate）材料で形成されている。もち
ろん、反射シート９３は、ＰＥＴ材料で形成されるものに限定されず、光源９１から出射
された光束を反射できる材料であればよい。
【００８４】
　例えば、拡散シート９４は、光源９１より出射された光束を平面ミラー方向に向けて発
散する。また、例えば、拡散シート９４は、反射シート及び溝で反射された光束を平面ミ
ラー方向に向けて発散する。このようにして、拡散シート９４より平面ミラー１２に向け
て光束が発散されることで、ディスプレイ１１の周辺が面発光される。
【００８５】
　なお、反射シート９３と拡散シート９４はＰＥＴ材料によって形成されているが反射率
が異なる。例えば、反射シート９３の反射率は、拡散シートの反射率よりも高い。例えば
、反射シート９３は、乳白色のシートであってもよい。また、例えば、拡散シート９４は
、乳半のシートであってもよい。もちろん、反射シート９３及び拡散シート９４は上記構
成に限定されない。例えば、反射シート９３は、光束を反射できる構成であればよい。ま
た、例えば、拡散シート９４は、光束を拡散して出射できる構成であればよい。
【００８６】
　例えば、面発光部９０は、ディスプレイ１１とともに発光される。例えば、面発光部９
０において、光源９１が点灯されると、光源９１から出射された光束が導光板９２を介し
てディスプレイ１１に向かう。このとき、例えば、光源９１から出射された光束の一部は
、反射シート９３によって、拡散シート９４に向けて反射される。また、例えば、光源９
１から出射された光束の一部は、導光板９２の溝９５によって反射されて拡散する。溝９
５によって、拡散された光束の一部は、拡散シート９４に向かう。また、溝９５によって
、拡散された光束の一部は、反射シート９３に向かい、反射シート９３によって反射され
、拡散シートに向かう。例えば、拡散シート９４に向けられた光束は、拡散シート９４に
よって、平面ミラー１２に向けて発散される。
【００８７】
　一方、ディスプレイ１１からの視標光束は、開口部９７を通過して導光板９２に向けて
出射される。導光板９２に出射された視標光束は、導光板９２及び開口部９８を通過して
、平面ミラー１２に出射される。
【００８８】
　なお、例えば、本実施例において、面発光部９０は、ディスプレイ１１の輝度値に対し
て１０％～２５％の輝度値でディスプレイ１１の周辺を面発光させる。これによって、視
標呈示部の周辺が明るくなり過ぎることで、自覚式検査時に被検者が眩しさを感じること
を抑制することができ、自覚式検査の測定精度の低下を抑制する。また、例えば、視標呈
示部の周辺が暗くなり過ぎることで、網膜照度の低下を抑制できなくなることを抑制し、
自然視に近い状態での自覚式測定が可能となる。もちろん、面発光部９０は、ディスプレ
イ１１の輝度値に対して１０％～２５％の輝度値でディスプレイ１１の周辺を面発光させ
る構成に限定されない。なお、面発光部９０は、１０％～２５％の輝度値とは異なる輝度
値で面発光させる構成であってもよい。この場合、例えば、網膜照度の低下を抑制できる
程度の輝度値でディスプレイ１１の周辺を面発光させる構成であってもよい。
【００８９】
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　なお、本実施例において、視標呈示部の周辺を面発光させる構成として面発光部９０を
例に挙げて説明したがこれに限定されない。視標呈示部の周辺を面発光できる構成であれ
ばよい。例えば、視標呈示部の周辺に反射部材を設け、別途設けられた光源から、反射部
材に向けて光束を照射することによって、反射部材で光束を反射させて、視標呈示部の周
辺を面発光できる構成であってもよい。
【００９０】
　なお、本実施例においては、面発光部９０をディスプレイの周囲を囲んで配置する構成
を例に挙げて説明したがこれに限定されない。視標呈示部の周辺を面発光できる程度に面
発光部が設けられている構成であってもよい。例えば、視標呈示部の左右方向にのみ面発
光部が設けられる構成であってもよい。また、例えば、視標呈示部の上下方向にのみ面発
光部が設けられる構成であってもよい。
【００９１】
　＜制御部＞
　例えば、図１２は、自覚式検眼装置１における制御系の概略構成図である。例えば、制
御部８０には、ディスプレイ１１、検出器４５、コントローラ８１、不揮発性メモリ８２
、光源９１、等が接続されている。また、例えば、制御部８０には、保持アーム４におけ
る駆動部５が備えるモータ６、遠近切換部２０が備えるモータ２３、眼屈折力測定ユニッ
ト５０の各部材が備える駆動部（駆動部５４、５５、５８、５９）等が接続されている。
【００９２】
　例えば、制御部８０は、ＣＰＵ（プロセッサ）、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を備える。例えば、
ＣＰＵは、自覚式検眼装置１における各部材の制御を司る。例えば、ＲＡＭは、各種の情
報を一時的に記憶する。例えば、ＲＯＭには、自覚式検眼装置１の動作を制御するための
各種プログラムや、検査視標データ等が記憶されている。なお、制御部８０は、複数の制
御部（つまり、複数のプロセッサ）によって構成されてもよい。
【００９３】
　例えば、コントローラ８１は、投影光学系１０におけるディスプレイ１１の表示や、眼
屈折力測定ユニット５０における光学素子の配置等を切り換える際に用いる。例えば、コ
ントローラ８１から入力された信号は、図示なきケーブルを介して制御部８０に入力され
る。なお、本実施例においては、コントローラ８１からの信号が、赤外線等の無線通信を
介すことによって制御部８０へ入力される構成としてもよい。
【００９４】
　例えば、不揮発性メモリ８２は、電源の供給が遮断されても記憶内容を保持できる非一
過性の記憶媒体である。例えば、不揮発性メモリ８２としては、ハードディスクドライブ
、フラッシュＲＯＭ、ＯＣＴデバイス、ＵＳＢメモリ等を使用することができる。例えば
、不揮発性メモリ８２には、ランドルト環視標等の検査視標データ（例えば、視力値０．
１～２．０の視標データ）が多数記憶されている。
【００９５】
　例えば、本実施例において、制御部８０は、検出器４５の検出結果に基づいて自覚式検
眼装置１の測定モードを切り換える。例えば、本実施例において、制御部８０は、カバー
４３の開閉に連動して、測定モードの切り換えを自動的に行う。例えば、検出器４５によ
ってカバー４３が開いたことが検出されると、制御部８０は、測定モードを被検者の瞳孔
位置を確認するための第２モードに設定する。また、例えば、検出器４５によってカバー
４３が閉じたことが検出されると、制御部８０は、測定モードを被検者の自覚的な検査を
行うための第１モードに設定する。なお、本実施例では、カバー４３の開閉に連動して、
測定モードの切り換えが自動的に行われる構成としたがこれに限定されない。例えば、測
定モードの切り換えは、検者によって手動で行われてもよい。この場合には、後述するコ
ントローラ８１を用いて、測定モードを切り換えるための信号を制御部８０へ入力する構
成であってもよい。
【００９６】
　＜制御動作＞
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　以上のような構成を備える自覚式検眼装置１について、その制御動作を説明する。例え
ば、自覚式検査の開始前には、眼屈折力測定ユニット５０が待機位置に位置している（。
例えば、本実施例における待機位置は、図１に示すように、眼屈折力測定ユニット５０が
上昇した状態である。また、カバー４３が閉じた状態にあるため、測定モードは、被検者
の自覚的な検査を行うための第１モードに設定されている。
【００９７】
　例えば、検者は、コントローラ８１を操作して、眼屈折力測定ユニットを図１３に示す
測定位置に下降させる。例えば、検者は、自覚式検査を実施する前に、予め、被検者の瞳
孔間距離（ＰＤ）を測定しておき、自覚式検眼装置１において、測定したＰＤを入力する
。これによって、制御部８０は、駆動部５８を駆動させ、左右レンズ室ユニット５２の間
隔を調整し、検査窓５３の間隔を被検眼のＰＤに合わせて変更する。例えば、制御部８０
は、左右の検査窓５３の光軸間の水平方向（Ｘ方向）における距離がＰＤと同一になるよ
うに調整をする。なお、本実施例において、同一とは略同一も含む。
【００９８】
　次いで、検者は、被検者に検査窓５３を覗くように指示する。ここで、例えば、検者は
、被検眼Ｅの瞳孔間距離ＰＤを確認するためにカバー４３を開く。このとき、検出器４５
はカバー４３が開いたことを検出し、制御部８０が測定モードを被検者の瞳孔位置を確認
するための第２モードに切り換える。
【００９９】
　例えば、図１４は観察窓４１を介して被検眼Ｅをみた図である。図１４（ａ）は、被検
眼Ｅと検査窓５３の位置合わせが良好に行われていない状態を示している。図１４（ｂ）
は、被検眼Ｅと検査窓５３の位置合わせが良好に行われている状態を示している。例えば
、測定モードが第２モードに切り換えられたことによって、制御部８０は、図示無き前眼
部照明用の照明を点灯し、被検眼Ｅの前眼部を照明する。
【０１００】
　また、例えば、制御部８０は、駆動部５５を駆動し、レンズ室ユニット５２内に備えら
れたレンズディスク５７を回転させて、十字線を有する位置合わせ用のレンズを検査窓５
３に配置する。例えば、検者は、観察窓４１を覗き、筐体２の内部及び検査窓５３を介し
て被検眼Ｅを確認する。例えば、本実施例において、レンズに付された十字線の中心位置
Ｆが、位置合わせ用のレンズの中心位置（言い換えると、検査窓５３の中心位置）と一致
するように、十字線が位置合わせ用のレンズに付されている。
【０１０１】
　例えば、検者が観察窓４１を覗いた際に、図１４（ａ）のように、被検眼Ｅの瞳孔中心
Ｃと、十字線の中心位置Ｆ（言い換えると、位置合わせ用のレンズの中心位置）とが一致
していなかった場合、検者はコントローラ８１を操作して左右レンズ室ユニット５２の間
隔を調整する。なお、本実施例において、位置合わせ用のレンズの中心位置とは、位置合
わせ用のレンズの光軸の位置であってもよい。すなわち、検査窓５３の中心位置とは、検
査窓５３の光軸の位置であってもよい。
【０１０２】
　例えば、検者はコントローラ８１を操作して左右レンズ室ユニット５２の間隔を調整す
る際に、左右の被検眼Ｅのそれぞれにおいて、瞳孔位置Ｃと、位置合わせ用レンズに付さ
れた十字線の中心位置Ｆと、が一致するように、左右レンズ室ユニット５２の間隔を調整
する。例えば、図１４（ｂ）に示すように、左右の被検眼Ｅのそれぞれにおいて、瞳孔位
置Ｃと、位置合わせ用レンズに付された十字線の中心位置Ｆと、が一致した場合に、位置
合わせが良好に行われたと判断される。
【０１０３】
　次いで、検者は、被検眼Ｅの角膜頂点位置を確認するために、導光部６６を介して確認
窓６５を観察する。例えば、図１５は、角膜頂点位置を確認する際の照準目盛板６３とレ
チクル板６４を示す図である。検者は、照準目盛板６３における第１指標６７と、レチク
ル板６４における第２指標６９と、の上下左右が合致し、第１指標と第２指標とが重なっ
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て１つにみえる位置を探す。さらに、検者は、レチクル６８の先端と中央線Ｓ６が合致し
てみえる位置を探す。例えば、検者はこのような位置合わせを行ってから、被検眼Ｅの側
方を確認する。また、検者は、図示なき額当て調整ノブを操作して、眼屈折力測定ユニッ
ト５０における額当て５１の位置を調整する。これによって、被検眼Ｅの角膜頂点を移動
させ、目盛線Ｓ２に一致させることができる。
【０１０４】
　例えば、眼屈折力測定ユニット５０に対する被検眼Ｅの位置合わせが終了すると、検者
はカバー４３を閉じて自覚式検査を開始する。このとき、制御部８０は、検出器４５によ
って、カバー４３が閉じたことを検出し、測定モードを被検者の自覚的な検査を行うため
の第１モードに切り換える。
【０１０５】
　例えば、遠用検査を行う場合（図４（ａ）参照）、制御部８０は、ディスプレイ１１を
点灯する。例えば、保持部２１に保持されたディスプレイ１１から、平面ミラー１２に向
けて視標光束が出射される。視標光束は、平面ミラー１２と凹面ミラー１３にそれぞれ反
射され、再び平面ミラー１２を経由して被検眼Ｅに導光される。また、例えば、近用検査
を行う場合（図４（ｂ）参照）、ディスプレイ１１は保持部２１とともに移動し、被検眼
Ｅに対して近距離（例えば、４０ｃｍ離れた距離）に配置される。ディスプレイ１１から
は、平面ミラー１２に向けて視標光束が出射される。視標光束は平面ミラー１２によって
反射され、被検眼Ｅに導光される。
【０１０６】
　一方、ディスプレイ１１の点灯とともに、制御部８０は、ディスプレイ１１の周囲に配
置された面発光部９０が点灯する。例えば、面発光部９０から出射された光束は、平面ミ
ラー１２と凹面ミラー１３にそれぞれ反射され、再び平面ミラー１２を経由して被検眼Ｅ
に導光される。
【０１０７】
　例えば、遠用検査時及び近用検査時において、検者は、コントローラ８１を操作してデ
ィスプレイ１１の画面に検査視標を表示させる。制御部８０は、コントローラ８１からの
入力信号に応じて、不揮発性メモリ８２から該当する検査視標データを呼び出し、ディス
プレイ１１の表示を制御する。被検者の被検眼Ｅには、眼屈折力測定ユニット５０におけ
る検査窓５３と、呈示窓３と、を介して、ディスプレイ１１に表示された検査視標が呈示
される。また、例えば、ディスプレイ１１の周辺が面発光部９０によって面発光する。
例えば、検者は検査視標を切り換えながら、被検者に検査視標の見え具合を問う。例えば
、被検者の回答が正答の場合には、１段階高い視力値の視標に切り換える。また、例えば
、被検者の回答が誤答の場合には、１段階低い視力値の視標に切り換える。検者は、この
ようにして視機能検査を行うことによって、被検眼Ｅの光学特性（例えば、球面度数Ｓ、
柱面度数Ｃ、乱視軸角度Ａ等）等を取得することができる。
【０１０８】
　例えば、遠用検査または近用検査が終了すると、検者は被検眼Ｅに対して仮枠検査を実
施する。このとき、検者は、コントローラ８１を操作して、眼屈折力測定ユニットを図１
に示す待機位置に上昇させる。また、検者は、被検者に仮枠（トライアルフレームあるい
はテストフレーム）を装着させ、様々な度数のレンズ（トライアルレンズ）を取り換えな
がら、装用感を確認する。
【０１０９】
　以上のように、例えば、本実施例において、自覚式検眼装置は、筐体の内部から前体の
外部へ射出された視標光束の光学特性を変更する眼屈折力測定ユニットと被検眼との位置
関係を、呈示窓を介して観察するための観察ユニットを備える。これによって、検者は、
眼屈折力測定ユニットと被検眼との位置関係を容易に確認することができ、被検眼と眼屈
折力測定ユニットとの位置合わせを容易に行うことができる。
【０１１０】
　また、例えば、本実施例において、視標光束が通過する光路の光路外に観察ユニットが
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配置されている。このため、観察ユニットが視標光束が通過する光路を遮ることがなく、
検査視標に欠けが生じることを抑制できる。従って、被検眼に対して適切な検査視標を呈
示することが可能となる。
【０１１１】
　また、例えば、本実施例において、観察ユニットは、眼屈折力測定ユニットと被検眼と
の位置関係を観察するための観察窓を備えている。このため、検者は、観察窓を直接覗き
込むことによって、被検眼の瞳孔位置と眼屈折力測定ユニットとの位置とを確認すること
ができる。検者は、簡易的な構成で被検眼の瞳孔位置と眼屈折力測定ユニットとの位置と
を容易に確認することができる。
【０１１２】
　また、例えば、本実施例において、観察ユニットは、視標光束を遮蔽するための遮蔽部
を備えている。このため、検者には視標呈示部からの視標光束が導光されず、眩しさを感
じることなく、観察窓から被検眼を観察することができる。また、このため、被検者が視
標を確認して検査を行う際に、観察窓に視標が映り込み、検査の妨げとなることを抑制す
ることができる。
【０１１３】
　また、例えば、本実施例において、観察ユニットは、さらに、観察窓に対して開閉可能
なカバーと、カバーの開閉を検出する検出手段と、を備える。また、例えば、自覚式検眼
装置は、検出手段の検出結果に基づいて、被検者の自覚的な検査を行うための第１モード
と、被検者の瞳孔位置を確認するための第２モードと、を切り換える制御手段を備える。
これによって、被検眼の瞳孔位置と眼屈折力測定ユニットの位置とを確認するための設定
が自動的に行われるため、検者はスムーズに自覚式検査の準備を行うことができる。
【０１１４】
　また、例えば、本実施例において、自覚式検眼装置は、眼屈折力測定ユニットに配置さ
れる角膜位置照準光学系であって、レンズ装用基準位置と被検眼の角膜頂点との頂間距離
を確認するための角膜位置照準光学系と、眼屈折力測定ユニットの内部に配置された角膜
位置照準光学系を眼屈折力測定ユニットの外部から確認するための確認窓と、確認窓を観
察するための導光部と、を備える。これによって、検者は、眼屈折力測定ユニットと被検
眼の角膜頂点位置との位置関係を容易に確認することができ、被検眼と眼屈折力測定ユニ
ットとの位置合わせを容易に行うことができる。
【０１１５】
　また、例えば、本実施例において、自覚式検眼装置は、筐体と眼屈折力測定ユニットが
近接して配置されていることによって、自覚式検眼装置の省スペース化に繋げることがで
きる。また、特に、筐体と眼屈折力測定ユニットが近接して配置されている自覚式検眼装
置の場合には、筐体から眼屈折力測定ユニットまでに距離が短くなるため、筐体と眼屈折
力測定ユニットの間から眼屈折力測定ユニットの位置と、被検眼の瞳孔位置又は角膜頂点
位置と、の位置関係を確認しづらくなる。このため、筐体と眼屈折力測定ユニットが近接
して配置されている自覚式検眼装置の場合には、眼屈折力測定ユニットと被検眼との位置
関係を容易に確認することができる本開示の技術が特に有用となる。
【０１１６】
　例えば、本実施例において、自覚式検眼装置は、視標光束を出射する視標呈示部を有し
、視標呈示部から出射された視標光束を被検眼に向けて投影する投影光学系と、投影光学
系を収納する筐体と、視標呈示部とは異なる部材であって、視標呈示部の周辺を面発光さ
せる発光手段と、を備える。このような構成によって、網膜照度が低下することを抑制す
ることができ、自然視に近い状態での自覚式測定が可能となる。
【０１１７】
　例えば、本実施例において、自覚式検眼装置は、筐体と眼屈折力測定ユニットが近接し
て配置されていることによって、自覚式検眼装置の省スペース化に繋げることができる。
また、特に、筐体と眼屈折力測定ユニットが近接して配置されている自覚式検眼装置の場
合には、筐体から眼屈折力測定ユニットまでに距離が短くなるため、網膜照度が低くなる
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。このため、筐体と眼屈折力測定ユニットが近接して配置されている自覚式検眼装置の場
合には、網膜照度が低下することを抑制できる本開示の技術が特に有用となる。
【０１１８】
　例えば、本実施例において、自覚式検眼装置は、発光手段が、視標呈示部の周囲を囲む
構成を備える。これによって、発光手段によって視標呈示部の周囲を囲んで配置されてい
るため、視標呈示部の周囲の照明ムラを抑制することができる。すなわち、視標呈示部の
周囲を均一に照明することが可能となる。
【０１１９】
　＜変容例＞
　なお、本実施例では、投影光学系１０の光軸Ｌ３及び光軸Ｌ４が、遠用検査時と近用検
査時において同軸となる構成を例に挙げて説明したがこれに限定されない。例えば、本実
施例では、被検眼Ｅに視標光束を導光することができればよく、遠用検査時と近用検査時
で別々の光路を通過する構成であってもよい。
【０１２０】
　なお、本実施例においては、投影光学系１０が備える平面ミラー１２を固定配置する構
成を例に挙げて説明したがこれに限定されない。例えば、平面ミラー１２は、回転角度を
調節することが可能であってもよい。この場合には、平面ミラー１２を駆動させるための
駆動ユニットとして、回転シャフトと駆動部を設ける構成が挙げられる。例えば、回転シ
ャフトは平面ミラーと連結する。また、駆動部は、平面ミラーを水平軸回りに回転させる
ことで、その回転角度を調整する。これによって、凹面ミラーから反射して平面ミラーへ
と入射した視標光束の光路を変更することができる。言い換えると、平面ミラーを回転さ
せることによって、被検眼Ｅに視標光束を呈示するための光軸Ｌ４の方向を変化させるこ
とができる。このため、被検者ごとに被検眼Ｅの高さが異なる場合であっても、被検眼Ｅ
に対して視標光束を導光することが可能となる。なお、このような駆動ユニットは、被検
者に対して平面ミラーを前後または上下に駆動させる構成であってもよい。
【０１２１】
　なお、本実施例においては、検者眼ＯＥから被検眼Ｅをみることが可能な位置に観察窓
４１を配置する構成を例に挙げて説明したがこれに限定されない。例えば、観察窓４１は
、検者眼ＯＥから被検眼Ｅの瞳孔位置Ｃを直接確認することができない位置（例えば、筐
体２の上面や側面等）に設けられてもよい。この場合には、例えば、筐体２の内部に別途
ミラー等を設置し、ミラーを介して被検眼Ｅの瞳孔位置Ｃを確認できるようにしてもよい
。
【０１２２】
　なお、本実施例においては、観察窓４１を視標光束の光路外とする構成を例に挙げて説
明したがこれに限定されない。例えば、観察窓４１は、視標光束の光路の下方に配置する
ことで、光路外としてもよい。この場合には、例えば、観察窓４１を平面ミラー１２の下
部に設ける構成が挙げられる。また、例えば、平面ミラー１２の代わりにビームスプリッ
タを用いることによっても、観察窓４１を視標光束の光路外とすることができる。例えば
、ビームスプリッタは、ビームスプリッタに入射した視標光束の一部を反射し、一部を透
過させる。このため、被検眼Ｅには視標光束が導光され、正しい視標を呈示することがで
きる。また、観察窓４１をビームスプリッタの透過方向に配置することで、検者眼ＯＥに
も視標光束が導光されるため、検者は眼屈折力測定ユニット５０と被検眼Ｅとの位置関係
を確認することが可能である。
【０１２３】
　なお、本実施例においては、観察ユニット４０として観察窓４１を設ける構成を例に挙
げて説明したがこれに限定されない。例えば、観察ユニットとしては、撮像光学系を設け
る構成であってもよい。この場合、例えば、観察ユニットは、呈示窓を介して眼屈折力測
定ユニットと被検眼とを撮像する撮像素子を有する撮像光学系を備える構成としてもよい
。例えば、撮像光学系が有する撮像素子によって、眼屈折力測定ユニット５０と被検眼Ｅ
とが、呈示窓３を介して撮像される。例えば、撮像された被検眼の画像は、無線通信等に
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よってコントローラ８１のモニタに表示されてもよい。また、例えば、撮像された被検眼
の画像は、印刷される構成であってもよい。この場合には、例えば、通信ケーブル等を介
してプリンタ等に出力転送される構成が挙げられる。このような構成であっても、検者は
、撮像光学系が取得した被検眼の画像を確認することで、眼屈折力測定ユニット５０と被
検眼Ｅとの位置関係を判断することが可能である。このような構成によって、例えば、検
者は、簡易的な構成で、被検眼の瞳孔位置と眼屈折力測定ユニットの位置を容易に確認す
ることができる。なお、例えば、撮像光学系は、被検眼Ｅを撮像することが可能な位置に
配置されていればよい。例えば、上述のように、平面ミラー１２の代わりにビームスプリ
ッタを用いる構成とした場合には、撮像光学系をビームスプリッタの透過方向に配置して
もよい。
【０１２４】
　なお、本実施例においては、観察窓４１を必ずしも設ける必要はない。例えば、観察窓
４１を設けない構成としては、平面ミラー１２を取り外し可能とする構成が挙げられる。
この場合には、例えば、筐体２の背面に平面ミラー１２が備えられ、筐体２の背面を外す
ことによって、平面ミラー１２の取り外しを可能にしてもよい。このような構成であれば
、観察窓４１を設けなくとも、検者は、筺体２の背面を外して、眼屈折力測定ユニット５
０と被検眼Ｅとの位置関係を確認することができる。取り外した筺体２の背面を元に戻せ
ば、投影光学系１０によって被検眼Ｅに検査視標が呈示することができる。
【０１２５】
　なお、本実施例においては、角膜位置照準光学系６０が備える導光部６６を、眼屈折力
測定ユニット５０に設ける構成を例に挙げて説明したがこれに限定されない。図１６は導
光部６６の変容例を示す図である。例えば、導光部６６は、図１６（ａ）に示すように、
筐体２の外部に設置してもよい。この場合、検者眼ＯＥには導光部６６によって反射され
た被検眼Ｅの観察光が投影される。また、例えば、導光部６６は、図１６（ｂ）に示すよ
うに、筐体２の内部に設置してもよい。この場合、筐体２の側面に確認窓１６５を設けて
もよい。これによって、被検眼Ｅの観察光が導光部６６に反射され、確認窓１６５を通過
して検者眼ＯＥに投影される。例えば、本実施例では、このような構成を備えることによ
って、被検眼Ｅの側方を観察することができ、被検眼Ｅにおけるレンズ装用時の基準位置
や角膜頂点間距離ＶＤを確認することが可能である。
【０１２６】
　また、本実施例においては、導光部６６としてミラーを用いる構成を例に挙げて説明し
たがこれに限定されない。導光部６６は、確認窓６５を観察することが可能な構成であれ
ばよい。すなわち、確認窓６５を撮像するための撮像光学系を備えていてもよい。この場
合には、検者は、撮像光学系によって撮像された被検眼Ｅの画像を用いて、レンズ装用時
の基準位置や角膜頂点間距離ＶＤを確認することができる。
【０１２７】
　なお、本実施例においては、照準目盛板６３の第１指標６７、及びレチクル板６４の第
２指標６９の形状を方形としたがこれに限定されない。第１指標６７及び第２指標６９は
、円形状であってもよいし、単に１つのライン形状であってもよい。また、第１指標６７
及び第２指標６９を異なる色にすれば、さらに視認性を向上させることもできる。
【０１２８】
　また、例えば、顔の彫りが深い人や奥目の人等においては、被検眼Ｅを照準目盛板６３
の目盛り線Ｓ２まで移動させることが困難な場合がある。このときには、他の目盛り線Ｓ
１及びＳ３～Ｓ５のいずれかの目盛線を用いて、被検眼Ｅの角膜頂点を確認してもよい。
例えば、用いた目盛線のＶＤに基づいて、制御部８０が所定の換算式によって基準位置に
おける屈折力を求める構成であってもよい。
【０１２９】
　なお、本実施例において、面発光部９０は、ディスプレイ１１の点灯とともに、点灯さ
れる構成を例に挙げて説明したがこれに限定されない。例えば、ディスプレイ１１とは異
なるタイミングで面発光部９０が点灯されるようにしてもよい。
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　なお、例えば、面発光部９０が、任意の周期で点滅できる制御を行うようにしてもよい
。このような構成を設けることによって、面発光部９０が、フリッカーテスト用の光源と
して、兼用されるようにしてもよい。
【０１３１】
　なお、本実施例においては、面発光部９０を点灯させるか否かを設定できる構成として
もよい。例えば、検者によって、面発光部９０の点灯スイッチが選択された場合に、面発
光部９０が点灯するようにしてもよい。また、例えば、外乱光等の環境光を検出して、環
境光の検出結果に基づいて、面発光部９０が点灯するようにしてもよい。
【０１３２】
　なお、面発光部９０の点灯の際の輝度値が高輝度で発光できる制御を行うようしてもよ
い。このような制御を行えるようにすることで、例えば、面発光部９０がグレア光の光源
として兼用できるようにしてもよい。
【０１３３】
　なお、面発光部９０の輝度値は、任意の輝度値に変更できるようにしてもよい。例えば
、輝度値変更スイッチによって、検者によって任意の輝度値に変更される構成としてもよ
い。また、例えば、環境光を検出して、外乱光等の環境光の検出結果に基づいて、輝度値
が変更される構成としてもよい。また、例えば、視標呈示部に表示される視標に応じて、
異なる輝度値が予め設定されていてもよい。この場合、視標の変更に基づいて、面発光部
９０の輝度値が変更されるようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１３４】
　１　自覚式検眼装置
　２　筺体
　３　呈示窓
　１０　投影光学系
　１１　ディスプレイ
　１２　平面ミラー
　１３　凹面ミラー
　２０　遠近切換部
　２１　保持部
　４０　観察ユニット
　４１　観察窓
　４２　遮蔽部
　４５　検出器
　５０　眼屈折力測定ユニット
　５３　検査窓
　６０　角膜位置照準光学系
　６５　確認窓
　６６　導光部
　８０　制御部
　９０　面発光部
　９７　開口部
　９８　開口部
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